
 

 

 

 

 

足立区ケアハウス六月は、生活に少し不安のある高齢者の方などが、安心し

て自立した生活をしていただくための軽費老人ホームです。食事の提供や入浴

の準備、生活相談等のサービスが受けられます。 

 

 

１ 募 集 期 間 

令和 6 年４月 1 日(月)～令和 7 年１月３１日(金) 
 

募集期間内にお申込みいただいた方を受付順により、追加登録いたします。

空き室が出た際は、登録順に入居の審査を実施します。 

ただし、令和 7 年１月末までにお声がけができない場合は、登録は無効とな

り、再度、登録の手続きが必要となります。 

 

２ 申 込 方 法 

申込書をケアハウス六月に持参または、郵送。 

※ 令和 7 年１月３１日（金）必着 

※ 申込書の受付時間は、午前１０：００から午後４：００までです。 

※ 施設の見学を希望される方は、必ず事前にご連絡下さい。 

ケアハウス六月 電話：０３（５２４２）０３０５ 

 

３ 申 込 書 

申込書は、ケアハウス六月及び、各地域包括支援センター、区役所 高齢 

福祉課にて配布（区のホームページからもダウンロードできます。） 

 

４ 所 在 地 

住   所  〒121-0814 足立区六月一丁目６番１号 

郵 送 先  足立区ケアハウス六月 入居係宛 

最 寄 駅  （電車）東武線梅島駅または、西新井駅より徒歩２５分 

（バス）都営バス北千住駅から竹ノ塚駅または、足立清 

掃工場行き｢平野町｣バス停下車、徒歩５分 

足立区ケアハウス六月 

入居者(追加登録)募集のしおり 



５ 入 居 資 格 

１ 申し込み日現在、区内に居住している年齢６０歳以上の方 

２ 自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められる方、または高齢等の

ため独立して生活するには不安が認められる方であって、日常生活の維持

が可能な方 

※ 生活保護受給中の方、介護保険の「要介護」に該当する方、治療上必

要な自己管理が出来ない方は対象外です。 

※ 慢性疾患等により医療機器を常時使用している方は、施設との相談

により、入居をお断りする場合があります。 

※ 介護保険の「要支援」に該当する方は、施設との相談により入所す

ることで自立した生活が可能となる場合は入居できます。 

３ ご家族による援助を受けることが困難な方 

※ 入所後、施設では緊急時、又は状況によって、ご家族に各種援助の

依頼をする事があります。 

４ 月収が使用料を超え、かつ使用料を支払うことが可能な方 

５ 原則として確実な保証能力を有する保証人（緊急時の対応が可能な地域に

居住するご家族等）を立てられる方 

６ 申込者、または保証人が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員でない方 

※ 確認のため、警視庁へ照会する場合があります。 

７ 二人部屋は、夫婦、親子、兄弟姉妹などの方が入居できます。 

※ 施設との相談により、単身の方でも利用できる場合があります。 

 

6 利 用 料 金 等 

１ 入居者の食事等の生活費、事務費及び管理費を基本料金として負担してい

ただきます。 

２ 利用料金については、収入額に応じて別表のとおりとなります。 

なお、物価の変動等により変更することがあります。 

３ 各部屋の電気代、水道料及びカーテンリース料の実費相当を下記により負

担していただきます。 

※ 個人的にかかる費用は、すべて自己負担になります。 

※ 下記の金額は、料金改訂等により変更する場合があります。 

光 

熱 

居室電気料  基本料金相当  520 円/月（別途消費税） 

       利用実績相当  実費（個ﾒｰﾀｰにより算出） 

水 

費 

居室水道料  基本料金相当 1,420 円/月（別途消費税） 

       利用実績相当  実費（個ﾒｰﾀｰにより算出） 

  カーテンリース料（クリーニング含）  ３５０円/月 



足立区ケアハウス六月 月額利用料金       （単位；円） 
対象収入区分 生活費 

（食費等） 

事務費 管理費 

（家賃） 

合 計 

（基本料金） 

～    720,000 16,440 10,000 1,760 28,200 

720,001 ～    760,000 16,540 10,000 1,760 28,300 

760,001 ～    800,000 19,840 10,000 1,760 31,600 

800,001 ～    840,000 23,240 10,000 1,760 35,000 

840,001 ～    880,000 26,540 10,000 1,760 38,300 

880,001 ～    920,000 29,840 10,000 1,760 41,600 

920,001 ～    960,000 33,240 10,000 1,760 45,000 

960,001 ～  1,000,000 36,540 10,000 1,760 48,300 

1,000,001 ～  1,040,000 39,840 10,000 1,760 51,600 

1,040,001 ～  1,080,000 43,240 10,000 1,760 55,000 

1,080,001 ～  1,120,000 43,240 10,000 5,060 58,300 

1,120,001 ～  1,160,000 43,240 10,000 8,360 61,600 

1,160,001 ～  1,200,000 43,240 10,000 11,760 65,000 

1,200,001 ～  1,260,000 43,240 10,000 15,060 68,300 

1,260,001 ～  1,320,000 43,240 10,000 20,060 73,300 

1,320,001 ～  1,380,000 43,240 10,000 25,060 78,300 

1,380,001 ～  1,440,000 43,240 10,000 30,060 83,300 

1,440,001 ～  1,500,000 43,240 10,000 34,960 88,200 

1,500,001 ～  1,600,000 46,090 13,000 34,960 94,050 

1,600,001 ～  1,700,000 46,090 16,000 36,760 98,850 

1,700,001 ～  1,800,000 46,090 19,000 38,660 103,750 

1,800,001 ～  1,900,000 46,090 22,000 40,460 108,550 

1,900,001 ～  2,000,000 46,090 25,000 42,260 113,350 

2,000,001 ～  2,100,000 46,090 30,000 42,600 118,690 

2,100,001 ～ 46,090 32,200 42,600 120,890 

１ この表において「対象収入」とは、前年の収入（社会通念上収入として認定することが

適当でないものを除く。）から、前年の租税、社会保険料等の必要経費を控除した後の

収入です。 

２ １１月から翌年３月までは、暖房費として使用料に２，１３０円/月を加算します。 

３ 夫婦など２人で入居する場合のそれぞれの使用料は、次により算出した事務費及び、管

理費に生活費を合算した額とします。この場合、１０円未満は切捨てとなります。 

 （１）対象収入 ２人の対象収入を合算し、これに２分の１を乗じた額 

 （２）事務費  (１)により算出したそれぞれの収入が１５０万円以下の場合には、 

上記表の額から３０％を減じた額 

 （３）管理費  上記表の額から２０％を減じた額 
  



 

7 主なサービス 

１ 食事サービス 

セルフサービスとなっており、１階食堂をご利用いただきます。 

２ 入浴サービス 

男女別の浴場で入浴していただきます。入浴介助は行いません。 

３ 相談助言サービス 

施設の職員が各種相談に応じます。 

４ 緊急時の対応 

緊急時には施設の職員が関係機関への連絡等を行います。 

また各部屋には緊急通報装置（ナースコール）を設置してあります。 

夜間は宿直員が対応します。 

（ご注意）清掃、洗濯等身の回りのことは、入居者ご自身に行っていただき

ます。日常生活上の援助や介護を必要とする状態になった場合に

は、介護保険等の福祉サービスを利用していただきます。 

福祉サービスを利用しても日常生活を維持する事が困難な心身の 

状況になったときは、退居していただきます。 

 

８ 施設の概要と設備 

１ 概要 

（１） 鉄筋コンクリート造り４階建ての３・４階部分 

（２） ケアハウス六月 平成７年４月１日開設 

併設施設：特別養護老人ホーム六月、デイサービスセンター六月、 

地域包括支援センター六月ほか 

２ 設備 

（１） １人部屋は洋室で２１．３㎡、２人部屋は和洋室で３３．１９㎡

です。各室にはミニキッチン・トイレ・ベッド（１人部屋のみ）・

エアコン・下駄箱・洗面化粧台・物干し金具・収納スペース・カー

テン（防炎、レース及び厚地）・洗濯機置き場が設置されていま

す。居室の電話は、必要があればご自分で設置していただきます。 

（２） 定員は８０名、１人部屋７０室、２人部屋５室です。 

（３） 共用スペースについては、３・４階に相談コーナー、浴場、洗濯

コーナー、スタッフルーム、３階にゲストルーム、４階に趣味娯楽

室があります。 

※ 施設では、個人の荷物を預かる場所はありません。 

※ 居室に持ち込む荷物の量は必要最低限としてください。 

※ 申込時に居室の希望を出すことはできません。 

 

 

 
  



 

９ 退居していただく場合 

次のような場合には、施設使用の取消を行い、退居していただくこととな

ります。 

１ 不正または偽りの行為によって使用の承認を受けた場合 

２ 正当な理由なく使用料を滞納した場合、又は使用料を支払うことができ

なくなった場合 

３ 特別養護老人ホーム入所対象程度の心身の状態になった場合 

４ 金銭の管理、各種サービスの利用について自分で判断できなくなった場合 

５ 共同生活の秩序を著しく乱し、他の入居者に迷惑をかける場合 

６ 足立区軽費老人ホーム条例、同施行規則等に違反し、又は区長の指示に

従わない場合 

 

１０ 特 記 事 項 

次の事項については、あらかじめご承知おきください。 

１ 今回の募集は、登録順を決定するためのものです。入居にあたり資格審

査を実施します。その結果、ケアハウス六月に入居できないことがあり

ます。 

２ 令和６年度の登録は、令和７年１月末までにお声がけができない場合

は、無効となります。改めて、令和７年度の入居者募集時に登録の手続

きが必要となります。 

３ 使用にあたっては足立区軽費老人ホーム条例、同施行規則、管理規程な

どの指示を遵守していただきます。 

４ 使用権を譲渡、転貸することや、使用者以外の方を同居させることはで

きません。 

５ 共同生活のルールを守っていただきます。 

６ 入居の際の保証人は、原則として緊急時の対応のできる範囲にお住まい

の親族の方にかぎります。なお、扶養義務者がいない等、保証人を立て

難い事情がある場合には、別途お問い合わせください。 

 

１１ 体 験 入 居 

体験入居希望者は入居資格審査が開始後、ゲストルームに空きがあった

場合に２泊３日を限度としてゲストルームを利用することができます。そ

の場合の使用料は１泊１，４００円とします（食費代・リネン代別途）。

体験入居を希望する日の２週間前までにお申し込み下さい。詳細は別途お

問い合わせください。 

  



 

１２ 申込から入居までの手続き 
 

 
受付期間 令和 6 年 ４月 １日（月）から 

     令和 7 年 １月３１日（金）まで 

受付時間 午前１０時から午後４時まで 

受付場所 ケアハウス六月 郵送可（１月３１日必着） 

 

 

申込受付後、受付番号をお知らせします。 

※郵送受付の場合は、書類が届きましたら、申込者の方

へ確認の電話をいたします。 

※申込書に誤りがあった場合等はお返しします。 

 

 

空き室が出た際に、登録順に入居審査を実施します。審

査する方には電話でご連絡いたします。その際、使用申

請書、健康診断書、収入申告書等の書類を提出していた

だきます。その後、ご本人と保証人の方に申込者の自宅

面接を受けていただき、その結果をもとに資格審査を行

います。 

（審査から入居まで約１ヶ月～２ヶ月かかります） 

 

審査の結果、入居が認められた方には使用承認書を交付

します。その後、ご本人と保証人同席の上で契約を行い

ます。 

 

 

 

入居契約後、入居となります。 

 

 

  

申込書の受付 

受  付 

使用承認書送付 

契約 

入  居 

入居資格審査 



 

１３ 申込書記入方法 

○使用方法 

一人部屋か二人部屋をお選びください 

 

○使用者の状況 

入居する人の氏名、生年月日をお書きください 

 

○収入状況 

年間の所得をご記入ください 

１ 預貯金・・・現在の残高をお書きください 

２ 年金 ・・・公的年金 ＊年金及び個人年金の種類をお書きください 

（国民年金・厚生年金・障害年金・共済年金・遺族年金・ 

労災年金等） 

３ 財産収入・・地代収入・家賃収入等 

４ 仕送り・・・仕送りを受けている方はお書きください 

５ その他・・・不動産売却収入、配当金 

 

○保証人 

原則、緊急時に対応できる範囲にお住まいの方をお書きください 

保証人を立て難い事情がある場合には、別途お問い合わせください 

 

○申請理由 

お申込み理由をお書きください 

 

○介護保険の認定状況 

該当する番号をお選びください 

１ 未申請・・・・・・介護保険の申請をしていない 

２ 認定（自立）・・・介護保険を申請したが判定が「自立」 

３ その他・・・・・・介護保険を申請中で結果待ち、または申請の結果、

要支援（１、２）となられた方（要支援に該当 

する方は、施設との相談により、入所することで 

自立した生活が可能となる場合は入居できます） 

 

○健康状態等 

該当する番号をお選びください 

現在、治療中の持病等のみをお書きください 

身体障害者手帳をお持ちの方はお書きください 

 

 



 

○日常生活動作の状況 

該当する番号をお選びください 

現在、介護保険外で福祉サービスを利用している方はお書きください 

（種別例；掃除・洗濯・買い物・食事作り等） 

 

○特記事項 

特に申告しておきたい事項がある場合はお書きください 

介護保険の要支援（１、２）の認定を受けている方は、現在の状態を 

できるだけ詳しくお書きください 

 

 

 

※ 不正又は偽りのあった場合には、申込みが無効となる場合がありますので 

正確に記入してください 

 

※ ご不明な点は、施設までお問い合わせください 

 

【問い合わせ先】 

ケアハウス六月 電話 ０３（５２４２）０３０５ 

 


